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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッドバンドと、
　スピーカユニットと前記スピーカユニットを収容した本体部と前記本体部を支持するハ
ンガとを有するハウジング部と、
　前記ヘッドバンドの端部において前記ハンガが連結された連結部と、を備え、
　前記ハンガは、
　基部と、前記基部から立設する支柱基部と前記支柱基部の先端側に形成された突起とを
有する支柱と、を有し、
　前記突起は、
　前記支柱基部の軸線である第１の軸線に直交して交わる第２の軸線上に互いに反対方向
に突出形成された第１の突起及び第２の突起と、前記第１の軸線と前記第２の軸線とに直
交して交わる第３の軸線上に突出形成された第３の突起と、を有し、
　前記連結部は、前記突起を係合収容する収容部を有し、
　前記ハンガは、前記支柱の前記第１の軸線まわりの第１所定角度範囲での回動が許容さ
れ、前記支柱が前記第１所定角度範囲の両端のいずれかの位置にあるときに、前記支柱の
前記第２の軸線まわりの第２所定角度範囲での回動である折り畳み回動が許容されるよう
、前記突起が前記収容部に係合収容されることによって、前記連結部と連結されている
　ことを特徴とするヘッドホン。
【請求項２】



(2) JP 6264202 B2 2018.1.24

10

20

30

40

50

　前記収容部は、
　前記支柱が、前記第１の軸線まわりの一方向へ回動したときに、前記第１の突起及び前
記第２の突起の一方に当接する第１の回動規制部と、他方向へ回動したときに、前記第１
の突起及び前記第２の突起の他方に当接する第２の回動規制部と、を有し、
　前記第１及び第２の回動規制部により前記第１所定角度範囲が設定されていることを特
徴とする請求項１記載のヘッドホン。
【請求項３】
　前記収容部は、
　前記支柱が、前記第１所定角度範囲の両端のいずれかの回動位置にあるときの、前記第
２の軸線まわりの一方向への折り畳み回動で前記支柱基部が当接する第１の折り畳み回動
規制部と、他方向への折り畳み回動で前記支柱基部が当接する第２の折り畳み回動規制部
と、を有し、
　前記第１及び第２の折り畳み回動規制部により前記第２所定角度範囲が設定されている
ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載のヘッドホン。
【請求項４】
　前記連結部は、前記第１の軸線及び前記第２の軸線を含む平面に平行な面で概ね組み合
わされる第１の部材及び第２の部材を有し、
　前記収容部は、前記第１の部材と前記第２の部材とが組み合わされた状態でその内部に
形成されており、
　前記第１及び第２の回動規制部は、前記第１の部材及び前記第２の部材の一方に設けら
れていることを特徴とする請求項２記載のヘッドホン。
【請求項５】
　前記連結部は、前記第１の軸線及び前記第２の軸線を含む平面に平行な面で概ね組み合
わされる第１の部材及び第２の部材を有し、
　前記収容部は、前記第１の部材と前記第２の部材とが組み合わされた状態でその内部に
形成されており、
　前記第１及び第２の折り畳み回動規制部は、それぞれ前記第１の部材及び前記第２の部
材に設けられていることを特徴とする請求項３記載のヘッドホン。
【請求項６】
　前記第１の軸線は、前記ヘッドバンドの延在面に平行に設定され、前記第２の軸線は、
前記支柱の回動位置が前記第１所定角度範囲の一端側にあるときに前記延在面に直交し、
他端側にあるときに前記延在面に平行となるよう設定されていることを特徴とする請求項
１～５のいずれか１項に記載のヘッドホン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッドバンドに対しハウジング部を折り畳むことでコンパクトな収納形態に
できるオーバーヘッドタイプのヘッドホンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ヘッドバンドを備えた所謂オーバーヘッドタイプのヘッドホンの収納性を向上さ
せるために、左右の耳に当てる一対のハウジング部をヘッドバンドの湾曲内側へ折り畳ん
でコンパクトな収納形態にできるものが知られている。
　特に、特許文献１に示されたヘッドホンのように、一対のハウジング部それぞれをバン
ドの湾曲内側へ折り畳めるのみならず、その図２に示されるように、一対のハウジング部
それぞれを、ヘッドバンドの延在長手方向に沿った軸線まわりに９０°回動させた姿勢か
らでも、バンドの湾曲内側へ折り畳めるようになっているものがある。
　この構造によれば、折り畳んだ状態での奥行をより薄くできるので、収納性が一段と優
れ、市場からも高評価が得られている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－０３８６７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上述の従来ヘッドホンは、ヘッドバンドに対してハウジング部をバンドの湾
曲内方へ回動させる折り畳み機構と、ハウジング部をヘッドバンドの延在長手方向に沿っ
た軸線まわりに回動させる回動機構と、が独立して設けられている。
　そのため、部品点数が多く、その分だけ高価になるという点で改善が望まれるものであ
った。
【０００５】
　また、折り畳みの回動軸線（以下、折り畳み軸線とも称する）と、ヘッドバンド延在長
手方向に沿った軸線と、が、ヘッドバンドに沿った異なる位置に設定されている。
　具体的には、折り畳み軸線の方がヘッドバンドの中央側に位置して折り畳む部分が比較
的長くなっている。
　これにより、一対のハウジング部を折り畳んだときの互いの干渉を防ぐため、ハウジン
グ部等の外形デザインにある程度の制約が生じるという点でも改善が望まれるものであっ
た。
【０００６】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、コンパクトに折り畳みが可能で、外形デザ
インの制約が生じにくく安価なヘッドホンを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明は次の１）の構成を有する。
１）　ヘッドバンド(3)と、
　スピーカユニット(SP)と前記スピーカユニット(SP)を収容した本体部(11)と前記本体部
(11)を支持するハンガ(12)とを有するハウジング部(1)と、
　前記ヘッドバンド(3)の端部において前記ハンガ(12)が連結された連結部(5)と、を備え
、
　前記ハンガ(12)は、
　基部(12a)と、前記基部(12a)から立設する支柱基部(12d2)と前記支柱基部(12d2)の先端
側に形成された突起(13)とを有する支柱(12d)と、を有し、
　前記突起(13)は、
　前記支柱基部(12d2)の軸線である第１の軸線(C12d)に直交して交わる第２の軸線(C13fr
)上に互いに反対方向に突出形成された第１の突起(13f)及び第２の突起(13r)と、前記第
１の軸線(C12d)と前記第２の軸線(C13fr)とに直交して交わる第３の軸線(C13c)上に突出
形成された第３の突起(13c)と、を有し、
　前記連結部(5)は、前記突起(13)を係合収容する収容部(33)を有し、
　前記ハンガ(12)は、前記支柱(12d)の前記第１の軸線(C12d)まわりの第１所定角度範囲
での回動が許容され、前記支柱(12d)が前記第１所定角度範囲の両端のいずれかの位置に
あるときに、前記支柱(12d)の前記第２の軸線(C13fr)まわりの第２所定角度範囲での回動
である折り畳み回動が許容されるよう、前記突起(13)が前記収容部(33)に係合収容される
ことによって、前記連結部(5)と連結されている
　ことを特徴とするヘッドホン(51)である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、コンパクトに折り畳みが可能で、外形デザインの制約が生じにくく安
価である、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】本発明の実施の形態に係るヘッドホンの実施例であるヘッドホン５１の全体構成
を説明するための斜視図である。
【図２】ヘッドホン５１の基準使用姿勢，使用Ｂ姿勢，収納Ａ姿勢，及び収納Ｂ姿勢を説
明するための模式図である。
【図３】ヘッドホン５１における連結部５を説明するための部分拡大斜視図である。
【図４】ヘッドホン５１のハンガ１２を説明するための斜視図である。
【図５】ヘッドホン５１のスライド本体３１ｂを説明するための外方から見た平面図であ
る。
【図６】ヘッドホン５１のカバー３２を説明するための内方から見た平面図である。
【図７】カバー３２を説明するための斜視図である。
【図８】連結部５における回動動作を説明するための基準使用姿勢での横断面図である。
【図９】連結部５における回動動作を説明するための中間姿勢での横断面図である。
【図１０】連結部５における回動動作を説明するための使用Ｂ姿勢での横断面図である。
【図１１】連結部５における折り畳み動作を説明するための基準使用姿勢での縦断面図で
ある。
【図１２】連結部５における折り畳み動作を説明するための収納Ａ姿勢での縦断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の実施の形態に係るヘッドホンを、好ましい実施例であるヘッドホン５１により
図１～図１２を用いて説明する。
【００１１】
　図１は、ヘッドホン５１を説明するための外観斜視図である。
図１に示された前後上下方向は、ヘッドホン５１を頭部に装着した使用状態での使用者の
前後上下方向に対応している。
【００１２】
　ヘッドホン５１は、使用時に左耳に当てるハウジング部１と右耳に当てるハウジング部
２と、ハウジング部１とハウジング部２とを連結する湾曲したヘッドバンド３と、を有し
ている。
　各ハウジング部１，２には、スピーカユニットＳＰが収容されている。
　ハウジング部１，２における、スピーカユニットＳＰからの音が放出される放音面１ａ
，２ａ側には、それぞれ柔軟な耳当てパッド４が装着されている。
【００１３】
　図１は、ハウジング部１，２の放音面１ａ，２ａが互いに概ね向かい合った基準となる
使用姿勢が示されている。この姿勢は、模式的には図２（ａ）で示される。この姿勢は、
通常の使用姿勢であって、以下、基準使用姿勢とも称する。
【００１４】
　図１に戻り、ヘッドバンド３に対し、ハウジング部１，２はそれぞれに設けられたハン
ガ１２を介して連結部５，６で連結されている。
　連結部５は、ヘッドバンド３の連結部５側端部における、延在長手方向に概ね沿う回動
軸線Ｃａまわりのハウジング部１の回動（矢印Ｒａ）と、延在短手方向（幅方向）に概ね
沿う回動軸線Ｃｂまわりのハウジング部１の回動（矢印Ｒｂ）と、を許容する二軸回動部
となっている。
　連結部６についても、ハウジング部２に関して同様構造の二軸回動部となっている。
【００１５】
　回動軸線Ｃｂ及びそのまわりの回動は、ハウジング部１，２を折り畳むための回動軸線
と回動につき、以下、折り畳み軸線Ｃｂ及び折り畳み回動とも称する。
【００１６】
　次に、連結部５，６で許容されるハウジング部１，２の二軸回動について詳しく説明す
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る。
　まず、連結部５，６は、ハウジング部１，２を、回動軸線Ｃａまわりに図１に示される
姿勢からＲａ方向に少なくとも９０°回動可能となっている。
　すなわち、ハウジング部１，２を、図１，図２（ａ）の状態から回動軸線Ｃａまわりに
９０°回動して、放音面１ａ，２ａが後方を向く姿勢にできる。
　この状態が図２（ｂ）に示される。この状態を、使用Ｂ姿勢とも称する。
【００１７】
　また、連結部５，６は、ハウジング部１，２を、折り畳み軸線Ｃｂまわりに図１に示さ
れる姿勢からＲｂ方向に少なくとも９０°回動可能となっている。
　すなわち、ハウジング部１，２を、図１，図２（ａ）の状態から折り畳み軸線Ｃｂまわ
りに９０°折り畳み回動させて放音面１ａ，２ａが上方を向くようにできる。この状態が
図２（ｃ）に示される。この状態を、収納Ａ姿勢とも称する。
【００１８】
　この折り畳み軸線Ｃｂまわりの回動は、ハウジング部１，２の回動軸線Ｃａまわりの姿
勢が、図１，図２（ａ）に示される基準使用姿勢と、９０°回動した図２（ｂ）に示され
る状態と、のみ許容されるようになっている。
　従って、図２（ｂ）に示される状態から折り畳み軸線Ｃｂまわりに９０°折り畳み回動
させて、放音面１ａ，２ａを後方側に向けつつハウジング部１，２をヘッドバンド３の内
側へ折り畳むことができる。この状態が図２（ｄ）に示される。
この状態を、収納Ｂ姿勢とも称する。
【００１９】
　連結部５，６によるハウジング部１，２の回動動作は、対称動作につき、以下の説明に
おいては、連結部５及びハウジング部１を代表とし、図３～図１２も参照して詳述する。
【００２０】
　まず、図１において、ハウジング部１は、略円錐台形状を呈してスピーカユニットＳＰ
を収容した本体部１１と、本体部１１の前後方向の直径部位にＹ字状の腕先が係合して、
本体部１１を回動自在に支持するハンガ１２と、を有している。
　すなわち、本体部１１は、ハンガ１２により、回動軸線Ｃｃまわりに、図１に示される
姿勢からＲｃ方向に所定角度（例えば約９０°）で回動可能とされている。
【００２１】
　図３～図１２は次のような図である。
　図３は、連結部５，ハウジング部１，及びヘッドバンド３（一部）の拡大図であり、耳
当てパッド４は除外して示されている。
　図４は、ハンガ１２のみを図３の矢視Ｙ１方向から見た斜視図である。
　図５及び図６は、連結部５を構成するヘッドバンド３の先端に備えられた部材の、スラ
イダ３１（図５）及びカバー３２（図６）を説明するための部分平面図である。
　図７は、カバー３２を説明するための斜視図である。
　図８～図１０は、図３のＳ１－Ｓ１位置における、回動軸線Ｃａまわりの回動を説明す
る断面図である。
　図１１及び図１２は、Ｓ１－Ｓ１位置に直交するＳ２－Ｓ２位置における、折り畳み軸
線Ｃｂまわりの回動を説明する断面図である。
　図３などでは、便宜的に、図１に規定した前後方向に加え、上下内外の各方向を矢印に
より規定している。この各方向は、基準使用姿勢における方向に概ね対応する。
【００２２】
　図４に示されるように、ハンガ１２は、上方端部が、内方に凸となる略かまぼこ状の端
面１２ａ１とされた基部１２ａと、基部１２ａから下方に向け前後方向に二股となって延
出する一対の腕部１２ｂと、を有している。
　腕部１２ｂの先端部位には、互いに対向接近するよう突出して係合突起１２ｃが形成さ
れている。
　係合突起１２ｃは、本体部１１の側面に形成された係合凹部（図示せず）に係合して本
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体部１１を軸支する。
【００２３】
　端面１２ａ１には、支柱１２ｄが上方に延びるように立設されている。
　支柱１２ｄの先端面１２ｄ１は、概ね球面の一部となる曲面で形成されている。
　また、支柱１２ｄは、先端側において、内方，前方，及び後方に突出する短円柱状の突
起１３ｃ，１３ｆ，及び１３ｒからなる突起形成部１３を有している。突起形成部１３は
、以下、各突起を区別しない場合、単に突起１３とも記載する。
　支柱１２ｄにおいて、突起１３が形成されていない端面１２ａ１側の円柱状部位は、支
柱基部１２ｄ２とされる。
【００２４】
　突起１３の横断面形状は、概ね円形を呈する。また、上下方向に切断した縦断面形状で
は、先端端面の上方側に円弧状のフィレット１３ａが形成されている。
　突起１３ｃの中心軸線Ｃ１３ｃは、支柱基部１２ｄ２の中心軸線Ｃ１２ｄと直交して交
わる。
　突起１３ｆの中心軸線と突起１３ｒの中心軸線とは、一致して共通の中心軸線Ｃ１３ｆ
ｒとされる。この中心軸線Ｃ１３ｆｒは、支柱基部１２ｄ２の中心軸線Ｃ１２ｄ及び突起
１３ｃの中心軸線Ｃ１３ｃと直交して交わる。
　すなわち、三つの中心軸線Ｃ１２ｄ，Ｃ１３ｃ，Ｃ１３ｆｒは、互いに直交し一点で交
わるように設定されている。
　従って、突起１３ｆと突起１３ｒとは、中心軸線Ｃ１３ｆｒに沿って互いに反対方向に
突出している。
【００２５】
　中心軸線Ｃ１２ｄは、ハンガ１２をヘッドバンド３などと共に組み付けてヘッドホン５
１を組み立てたときに、回動軸線Ｃａと一致するようになっている。
　同様に、中心軸線Ｃ１３ｆｒは、ヘッドホン５１における折り畳み軸線Ｃｂと一致する
ようになっている。
【００２６】
　図３において、ヘッドバンド３は、弾力性を有して上下内外方向に広がる一平面に沿う
ように湾曲した薄板状の基部３ａと、基部３ａの端部３ａ１から、スライドして引出し自
在とされたスライダ３１と、を有している。
　すなわち、図３において、ヘッドバンド３の延在面は上下内外方向であり、ハウジング
部１は、基準使用姿勢においてこの延在面に対して概ね直交する姿勢となる。
　スライダ３１は、基部３ａ内に延入したスライダ片３１ａと、基部３ａの端部３ａ１か
ら露出して連結部５を構成するスライダ本体３１ｂと、からなる。
【００２７】
　連結部５は、このスライダ本体３１ｂと、スライダ本体３１ｂの外側面３１ｂ１に対し
外方から被せられ、ねじＮ１，Ｎ２により固定されたカバー３２と、スライダ本体３１ｂ
とカバー３２との間に形成される所定形状の空間内に介在された支柱１２ｄを有するハン
ガ１２と、を含んで構成されている。
【００２８】
　図５は、スライダ本体３１ｂを外方側から見た図である。一対の孔３１ｂ２は雄ねじＮ
１，Ｎ２を挿通するための貫通孔である。
　図５における四か所のハッチング付の部位Ａ１～Ａ４は、断面ではなく、そのまわりの
部位よりも紙面表側に突出した部位であり、先端面が同じ平面に含まれるように形成され
ている。
　また、中央部付近から下方にかけて、さらに下面も含め、逆Ｕ字状にスリット３１ＳＬ
が形成されている。スリット３１ＳＬの前後対向面３１ｂ３，３１ｂ３は、互いに平行と
なるよう一定の距離Ｌａで形成されている。
　また、スリット３１ＳＬの最上方部位は、半円状の突き当て部３１ｂ４とされている。
【００２９】
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　一方、カバー３２は、図６及び図７に示される。図６は、カバー３２を内方側から見た
図であり、図７は内方側の後ろ斜め上方から見た斜視図である。一対の穴３２ａ１は、ね
じＮ１，Ｎ２のタップ用下穴である。
　図６及び図７における四か所のハッチング付の部位Ｂ１～Ｂ４は、断面ではなく、他の
部位よりも紙面表側に突出した部位であり、先端面が同じ平面に含まれるように形成され
ている。
【００３０】
　カバー３２をねじＮ１，Ｎ２によりスライダ本体３１ｂに固定すると、部位Ｂ１～Ｂ４
がそれぞれ部位Ａ１～Ａ４に当接又は近接し、各部位Ｂ１～Ｂ４の間の凹んだ部分によっ
て、概ね円柱を十文字状に組み合わせたような収容空間Ｖａ（図８，９，１１，１２に図
示）が形成される。すなわち、スライダ本体３１ｂとカバー３２とにより、収容空間Ｖａ
を有する収容部３３が形成される。収容空間Ｖａの形状は、支柱１２ｄの形状にほぼ対応
し、支柱１２ｄを係合させつつ内在（収容）することができる。この内在（収容）は、支
柱１２ｄが完全に覆われるものではなく、一部が露出していてもよい。この例では、突起
１３ｃ及び支柱基部１２ｄ２の一部は外部に露出している。
　図５及び図６には、基準使用姿勢における支柱１２ｄの概略外形が、一点鎖線で示され
ている。
【００３１】
　連結部５の組立ては、スライダ本体３１ｂの収容空間Ｖａを形成する十字状の凹部に、
ハンガ１２の支柱１２ｄを基準使用姿勢となる姿勢で載せ、カバー３２を被せて雄ねじＮ
１，Ｎ２で固定すればよい。
【００３２】
　収容部３３は、支柱１２ｄ（ハンガ１２）の回動軸線Ｃａまわりの所定角度での回動を
許容し、かつ支柱１２ｄ（ハンガ１２）の折り畳み軸線Ｃｂまわりの所定角度での回動を
許容するように形成されている。その詳細を、順次説明する。
【００３３】
＜回動軸線Ｃａまわりの回動＞
　図８～図１０は、回動軸線Ｃａまわりのハンガ１２の回動を説明するための、図１にお
けるＳ１－Ｓ１位置での断面図である。この断面位置Ｓ１－Ｓ１に対応する位置は、図５
及び図６にも示してある。
【００３４】
　収容部３３は、図８に示される基準使用位置に対し、突起１３の回動軸線Ｃａに対する
時計まわり方向の回動を許容する。
　すなわち、突起１３の最大径となる位置Ｐ１と干渉しないようその時計まわり方向の軌
跡に対応して、スライダ本体３１ｂには曲面状の内面３１ｃが、またカバー３２には曲面
状の内面３２ｂが形成されている。
　突起１３ｃ，１３ｆ，及び１３ｒの長さを同じにした場合には、回動軸線Ｃａからの各
突起先遠端までの距離が等しくなるため、内面３１ｃ及び内面３２ｂと突起１３とを非干
渉にする収容空間を最も小さくでき、連結部５の全体構造をコンパクトにできる。
　一方、突起１３ｃ，１３ｆ，及び１３ｒの長さを異ならせた場合は、それぞれの突起の
うち回動軸線Ｃａから最縁となる部位まで距離が最も長い突起を基準に、内面３１ｃ及び
内面３２ｂを形成すればよい。
【００３５】
　図８において、ハンガ１２の前後方向の移動は、スリット３１ＳＬの対向面３１ｂ３に
支柱基部１２ｄ２が当接することで規制される。
　また、図８において、反時計まわり方向の回動は、突起１３ｆがカバー３２に設けられ
た規制面３２ｄに当接して規制されるようになっている。
【００３６】
　図９は、ハンガ１２を回動軸線Ｃａの時計まわり方向（矢印Ｒａ）に約４５°回動させ
た状態が示されている。図９に示されるように、この回動位置で支柱１２ｄの回動を規制
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する部位はないので、さらに時計まわり方向が可能である。
【００３７】
　図１０は、ハンガ１２を回動軸線Ｃａの時計まわり方向（矢印Ｒａ）に約９０°回動さ
せた状態が示されている。図１０に示されるように、カバー３２には、突起１３ｆの図１
０における上方面に当接する規制面３２ｅが設けられているので、その当接によりハンガ
１２の時計まわり方向のそれ以上の回動が禁止される。
【００３８】
　すなわち、カバー３２には、内面において、規制面３２ｄと規制面３２ｅとを有する規
制凸部３２ｆが形成されている。
　これにより、ハンガ１２の回動軸線Ｃａまわりの、時計まわり方向及び反時計まわり方
向の回動が規制される。換言するならば、規制凸部３２ｆにより、ハンガ１２の回動許容
範囲が設定されている。
　規制面３２ｄ，３２ｅの一方を第１の回動規制部と称し、他方を第２の回動規制部と称
する。
【００３９】
　組立てられた連結部５において、収容部３３の収容空間Ｖａに内在している支柱１２ｄ
は、下方への移動が図５及び図６に示される部位Ａ３，Ｂ３に突起１３ｆが当接し、部位
Ａ４，Ｂ４に突起１３ｒが当接することで規制される。
　また、支柱１２ｄの上方への移動は、基部１２ａの上方の端面１２ａ１が、カバー３２
の下端面３２ｇ（図６も参照）に当接することで規制される。
　これにより、ハンガ１２が連結部５から抜けたり外れたりすることはない。
【００４０】
＜折り畳み軸線Ｃｂまわりの回動＞
　図１１及び図１２は、折り畳み軸線Ｃｂまわりのハンガ１２の回動を説明するための、
図１におけるＳ２－Ｓ２位置での断面図である。
図１１では、基準使用姿勢が示され、図１２では、収納Ａ姿勢が示されている。
【００４１】
　スライダ本体３１ｂには、支柱１２ｄの支柱基部１２ｄ２が通過可能な幅を有するスリ
ット３１ＳＬが形成されている。また、収容部３３には、折り畳み軸線Ｃｂから支柱１２
ｄ（突起１３ｃを含む）の最大径となる位置Ｐ２と干渉しないように、位置Ｐ２の図１１
における反時計まわり方向の軌跡に対応して、スライダ本体３１ｂには凹曲面状の内面３
１ｄが、またカバー３２には凹曲面状の内面３２ｈが形成されている。
　これにより、ハンガ１２の、基準使用姿勢からの、折り畳み軸線Ｃｂに対する図１１に
おける反時計まわり方向の回動（矢印Ｒｂ）が許容される。
　一方、折り畳み軸線Ｃｂの時計まわり方向の回動については、支柱基部１２ｄ２が、下
端面３２ｇの内方端部３２ｇ１（図６も参照）に当接することで規制される。
【００４２】
　図１２は、図１１の状態からハンガ１２（ハウジング部１）を、約９０°反時計まわり
方向に回動させた状態が示されている。
　この状態において、支柱基部１２ｄ２がスリット３１ＳＬの突き当て部３１ｂ４に当接
することで、反時計まわり方向の回動が規制される。
　すなわち、カバー３２の下端面３２ｇの内方端部３２ｇ１の位置と、スライダ本体３１
ｂにおけるスリット３１ＳＬの最奥部位（突き当て部３１ｂ４の位置）と、により、折り
畳み軸線Ｃｂの反時計まわり方向の回動許容範囲が設定される。
　内方端部３２ｇ１と突き当て部３１ｂ４との一方を、第１の折り畳み回動規制部と称し
、他方を第２の折り畳み回動規制部と称する。
　この折り畳み回動において、支柱１２ｄは、部位Ａ１，Ｂ１，Ａ３，Ｂ３に突起１３ｆ
の周面が当接し、かつ部位Ａ２，Ｂ２，Ａ４，Ｂ４に突起１３ｒの周面が当接して回動案
内されるようになっている。
　すなわち、支柱１２ｄは、スライダ本体３１ｂ及びカバー３２により、折り畳み軸線Ｃ
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ｂに沿い支柱基部１２ｄ２を挟んで離隔する２箇所で、折り畳み軸線Ｃｂまわりにのみ回
動自在に支持される。
　そのため、基準使用姿勢から収納Ａ姿勢へのハンガ１２の折り畳み回動は、がたつきが
抑制され極めて円滑で高品位な感触となる。
【００４３】
　ここで、連結部５では、基準使用姿勢と使用Ｂ姿勢との間のハンガ１２（ハウジング部
１）の回動軸線Ｃａまわりの回動位置によって、折り畳み軸線Ｃｂまわりの回動の許容と
規制とが選択されるようになっている。
　すなわち、ハウジング部１が基準使用姿勢の場合は、上述のように折り畳み軸線Ｃｂま
わりの回動が許容される。
　また、ハウジング部１が回動軸線Ｃａまわりに約９０°回動した、使用Ｂ姿勢において
も、折り畳み軸線Ｃｂまわりの回動が許容される。
　すなわち、図１０に示される状態でハンガ１２を折り畳み軸線Ｃｂまわりに回動させた
使用Ｂ姿勢でも、カバー３２には、突起１３ｒが干渉しないように突起経路３２ｊが円周
面状の凹部として形成されている。
　この使用Ｂ姿勢から収納Ｂ姿勢への折り畳み回動において、支柱１２ｄは、部位Ａ２，
Ｂ２，Ａ４，Ｂ４に突起１３ｃの周面が当接し、かつ支柱基部１２ｄ２がスリット３１Ｓ
Ｌの対向面３１ｂ３の間を両面に挟まれるように通過する。
　すなわち、支柱１２ｄは、スライダ本体３１ｂ及びカバー３２により、回動軸線Ｃａに
対する傾斜のがたつき及び前後方向のがたつきが抑制されつつ折り畳み軸線Ｃｂまわりに
のみ回動自在に支持される。
　そのため、使用Ｂ姿勢から収納Ｂ姿勢へのハンガ１２の折り畳み回動は、がたつきが抑
制され極めて円滑で高品位な感触となる。
【００４４】
　一方、ハウジング部１が、基準使用姿勢と使用Ｂ姿勢との間の回動位置（以下、中間位
置と称する）にある場合（図９に示される回動位置）、折り畳み軸線Ｃｂまわりに回動さ
せようとすると、収容空間Ｖａとして、中間位置で突起１３ｆ及び突起１３ｒを干渉なく
回動通過させる空間が形成されていない。
　具体的には、図９に示された中間位置から、折り畳み軸線Ｃｂまわりに回動させようと
したときに、突起１３ｆ及び突起１３ｒのスリット３１ＳＬの開口幅からはみ出した部分
（図９にＡＲ１で示される部分）が、突起１３ｆについては部位Ａ１，Ｂ１に干渉し、突
起１３ｒについては部位Ａ４，Ｂ４に干渉するようになっている。これにより、ハウジン
グ部１の折り畳み軸線Ｃｂまわりの回動が規制される。
【００４５】
　また、ハウジング部１の回動軸線Ｃａまわりの回動は、ハウジング部１が基準使用姿勢
のときのみ許容されるようになっている。すなわち、基準使用姿勢からの折り畳み回動の
途中位置及び収納Ａ姿勢では、ハンガ１２の回動軸線Ｃａまわりの回動に相当する支柱１
２ｄの中心軸線Ｃ１２ｄまわりの回動が規制されるようになっている。
　これは、折り畳み回動の途中位置及び収納Ａ姿勢で、ハンガ１２に折り畳み軸線Ｃｂま
わり以外の回動をさせようとすると、突起１３ｆ及び突起１３ｒとが、部位Ａ１～Ａ４及
び部位Ｂ１～Ｂ４のいずれかの部分に当接してその回動が規制されるようになっているこ
とによる。
　また、使用Ｂ姿勢からの折り畳み回動の途中位置及び収納Ｂ姿勢で、ハンガ１２に支柱
１２ｄの中心軸線ｃ１２ｄまわりの回動をさせようとすると、突起１３ｒが、スリット３
１ＳＬ内に進入していることから突起１３ｃが対向面３１ｂ３に当接してその回動が規制
されるようになっている。
【００４６】
　ハンガ１２，スライダ本体３１ｂ，及びカバー３２は、例えば、熱可塑性樹脂により形
成することができる。もちろん、熱可塑性樹脂に限定されない。
　スライダ本体３１ｂとカバー３２との固定に、ねじＮ１，Ｎ２を用いる例を説明したが
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、固定方法はねじに限定されない。溶着や接着などの他の方法で固定してもよい。
【００４７】
　以上詳述したヘッドホン５１によれば、ハウジング部１，２の基本使用姿勢と使用Ｂ姿
勢との間の約９０°の回動における回動軸線Ｃａと、両姿勢における約９０°の折り畳み
回動における折り畳み軸線Ｃｂと、を、交わるように設定し、両軸線Ｃａ，Ｃｂまわりの
回動を、共通の一つの回動機構で実行できるようになっている。
　従って、コンパクトに折り畳みが可能でありながら、折り畳む部分の長さが短くて済む
ので、折り畳んだときの一対のハウジング部１，２は干渉しにくく、外形デザインの制約
が少なくなる。また、回動機構が一つで済むので、部品点数が少なく安価となる。
【００４８】
　本発明の実施例は、上述した構成に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲において変形例としてもよい。
【００４９】
　回動軸線ＣＬａまわりの回動角度範囲と、折り畳み軸線ＣＬｂまわりに折り畳み回動角
度範囲とは、上述の約９０°に限定されるものではなく、適宜設定してよい。
　突起１３ｃ，１３ｆ，及び１３ｒは、横断面形状が円形となるものに限定されない。例
えば、角形等になるものであってもよい。
　規制面３２ｅ及び規制面３２ｅは、カバー３２側に設けられていなくてもよく、スライ
ダ本体３１ｂ側に設けられていてもよい。それぞれに設けられていてもよい。
　ヘッドホン５１は、ハウジング部１，２の両方を備えていなくてもよい。一方のハウジ
ング部のみを備えた片耳使用のタイプであってもよい。
【００５０】
　本体部１１は、ハンガ１２により、回動軸線Ｃｃまわりに、図１に示される姿勢からＲ
ｃ方向に所定角度（例えば約１８０°）で回動可能としてもよい。
　また、ヘッドバンド３の中間部位にヒンジを設け、ヘッドバンド３自体を湾曲内側へ折
り畳めるようにしてもよい。これにより、さらにコンパクトに折り畳みが可能となる。
【００５１】
　上述した実施例の突起１３は、先端面において、支柱１２ｄの先端面１２ｄ１側の縁部
にフィレットが形成されているが、回動軸線Ｃａからの距離が長くなるフィレット非形成
の縁部までの距離を短くするために、各突起１３の先端面を、支柱１２ｄの先端面１２ｄ
１と同様の概ね球面の一部となる曲面で形成してもよい。
　これにより、回動軸線Ｃａから各突起１３の先端面の最縁部位までの距離が短くなり、
収容空間Ｖａの容積が小さくなる。そのため、連結部５の全体構造をコンパクトにでき、
かつ、ハンガ１２をがたつき少なく回動させることができる。
　突起１３を円柱状とした場合、その径は、必ずしも互いに同径でなくてもよい。
【符号の説明】
【００５２】
１，２　ハウジング部、　　１ａ，２ａ　放音面
３　ヘッドバンド、　　３ａ　基部、　　３ａ１　端部
４　耳当てパッド
５，６　連結部
１１　本体部
１２　ハンガ
　１２ａ　基部、　　１２ａ１　端面、　　１２ｂ　腕部
　１２ｃ　係合突起、　　１２ｄ　支柱、　　１２ｄ１　先端面
　１２ｄ２　支柱基部
１３，１３ｃ，１３ｆ，１３ｒ　突起、　　１３ａ　フィレット
３１　スライダ
　３１ａ　スライダ片、　　３１ｂ　スライダ本体、　　３１ｂ１　外側面
　３１ｂ２　孔、　　３１ｂ３　対向面、　　３１ｂ４　突き当て部
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　３１ｃ　内面、　　３１ｄ　内面、　　３１ＳＬ　スリット
３２　カバー
　３２ａ１　穴、　　３２ｂ　内面、　　３２ｄ，３２ｅ　規制面
　３２ｆ　規制凸部、　　３２ｇ　下端面、　　３２ｇ１　内方端部
　３２ｈ　内面、　　３２ｊ　突起経路
３３　収容部
５１　ヘッドホン
Ａ１～Ａ４，Ｂ１～Ｂ４　部位
Ｃａ　回動軸線、　　Ｃｂ　回動軸線（折り畳み軸線）、　　Ｃｃ　回動軸線
Ｃ１２ｄ，Ｃ１３ｆｒ，Ｃ１３ｃ　中心軸線
Ｌａ　距離
Ｎ１，Ｎ２　雄ねじ
Ｐ１，Ｐ２　位置
ＳＰ　スピーカユニット
Ｖａ　収容空間

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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